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   都 道 府 県 

各  保健所設置市  食品表示担当部（局）長 殿 

   特 別 区 

 

 

                     消費者庁食品表示企画課長 

                     （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

「機能性表示食品に関する質疑応答集」の一部改正について 

  

 

  

今般、機能性表示食品制度の対象食品となるかの判断をする過程を明確化するため、

下記のとおり、「機能性表示食品に関する質疑応答集」の一部を改正しましたので、貴

管下関係者等に対する周知方お願いします。 

 

記 

 

 ・届出をしようとする食品の機能性関与成分が、「無承認無許可医薬品の指導取締り

について」（昭和 46 年６月１日付け薬発第 476 号厚生省薬務局長通知）別紙「医薬品

の範囲に関する基準」の別添２「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リ

スト」に含まれる場合について（問 13 新設） 

 


